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下
田
税
務
署
か
ら

所
得
税
の
確
定
申
告
等
の

お
し
ら
世
で
す

確
定
申
告
を
左
記
の
と
お
り
お
こ
な
い
ま
す
。

な
お
、
期
間
中
、
下
田
税
務
署
で
は
確
定
申

告
の
相
談
は
お
こ
な
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
＜
だ
さ
い
。

場
所
　
下
田
市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

（サ
ン
ワ
ー
ク
下
田
）
会
議
室

期
間
　
２
月
１８
日

（月
）
～
３
月
１５
日

（金
）

（主
日
除
く
）

受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

◎
混
雑
の
状
況
に
よ
り
、
案
内
を
早
め
に
終
了

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
電
子
申
告

（
ｅ
‐
丁

ａ
×
）
に
よ
る
申
告
相

談
も
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
税
務
署
か
ら
送

ら
れ
た
ハ
ガ
キ
ま
た
は
昨
年
申
告
時
に
お
渡

し
し
た
緑
色
の
封
筒
を
お
持
ち
の
方
は
ご
持

参
＜
だ
さ
い
。

そ
の
他
　
所
得
税
及
び
贈
与
税
の
申
告
と
納
税

の
期
限
は
、
平
成
２５
年
３
月
１５
日

（金
）
ま
で
、

ま
た
消
費
税

・
地
方
消
費
税
の
申
告
と
納
税
の

期
限
は
平
成
２５
年
４
月
１
日

（月
）
ま
で
で
す
。

譲
渡
所
得

（株
式
及
び
土
地

・
建
物
等
の
売

却
に
よ
る
所
得
）
及
び
贈
与
税
の
申
告
相
談
は

下
田
市
民
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
み
で
お
こ
っ

て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
下
田
税
務
署
　
　
８
②
０
１
８
５

償
却
資
産
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
を
経
営
し
て
い

る
方
や
不
動
産
貸
付
業
等
を
行
っ
て
い
る
方
で

平
成
２５
年
１
月
１
日
現
在
、
事
業
に
用
い
る
構

築
物

・
機
械

・
器
具

・
備
品
な
ど
の
減
価
償
却

資
産
を
市
内
に
所
有
し
て
い
る
方
は
、
１
月
３‐

日

（木
）
ま
で
に
資
産
税
係
へ
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。

既
に
申
告
を
し
て
い
る
方
へ
は
昨
年
１２
月
中

旬
に
申
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
申
告
書

が
届
い
て
い
な
い
方
は
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

申
告

日
間
合
せ
先

税
務
課
資
産
税
係
　
８
②
２
２
１
８

「社
会
保
険
料
控
除
額
の
お
知
ら
せ
」
を
１

月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。
こ
の
お
知
ら
せ
に
は
、

平
成
２４
年
中
に
納
め
た
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護

保
険
料

（６５
歳
以
上
の
方
）
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料

（７５
歳
以
上
の
方
）
の
納
付
額
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告

・
市
県
民
税
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、

こ
の
お
知
ら
せ
を
申
告
の
資
料
と

一
緒
に
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
税
務
課
収
納
係
　
８
②
２
２
１
８

国
民
年
金
保
険
料
の
性
除
を
受
け
る

に
勝
控
除
証
明
書
が
必
喜
で
す

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
金
額
が
所

得
税
、
市
県
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し

て
申
告
す
る
場
合
は
、
毎
年
１
月
１
日
か
ら
１２

月
３‐
日
ま
で
の
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険

料
の
額
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

再
交
付
な
ど
の
問
合
せ
先

三
島
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

８
０
５
５
！
９
７
３
１
１
４
４
４

相
続
登
記
の
大
切
さ
、
早
期
に
手
続
き
を
済

ま
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
皆
様
に
お
伝
え
す
る

た
め
、
無
料
相
談
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
予
約
は
不
要
で
す
の
で
、
直
接
会
場

に
お
越
し
＜
だ
さ
い
。

日
時
　
２
月
９
日

（土
）
午
前
１０
時
～
午
後
２
時

場
所
　
本
郷
公
民
館

相
談
例

○
父
親
が
死
亡
し
相
続
が
開
始
し
た
が
、
ま
だ

土
地
や
建
物
の
名
義
を
変
え
て
い
な
い

主
催
　
静
岡
県
司
法
書
士
会
下
田
支
部

門
合
せ
先

佐
反
木
司
法
書
■
事
務
所
　
　
８
②
２
３
７
０


